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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

及び期間の延長（令和３年５月７日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応に

ついては「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の

対応について」（令和３年４月２５日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いし

てきたところです。 

このたび、令和３年５月７日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」とい

う。）について、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の１都２府１県から愛知県、福岡県

を含む１都２府３県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域も含めて

同５月１２日から５月３１日まで緊急事態措置を実施することが決定されたところ

ですが、令和３年４月２５日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対

応を宜しくお願いします。 

特に、緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対して、「職場

への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や大

型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかけを行

う」こととされており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたし

ます。 

 

なお、地方公共団体が、当該地方公共団体の域外から工事従事者が来訪する場合の

感染防止対策等について要請を出している場合には、当該要請への適切なご対応を宜

しくお願いします。 

また、緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う対応について、

別添１のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団

体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 


